
 

被災者生活再建支援制度の申請にあたって 

 

１．被災者生活再建支援制度の内容 

被災者生活再建支援法に基づき、平成２３年東日本大震災により居住する住宅が全壊するなど生

活基盤に著しい被害を受けた世帯（被災世帯）に対し、支援金を支給し、生活の再建を支援するも

のです。 

住宅の被害程度に応じて支給される基礎支援金と、住宅の再建方法に応じて支給される加算支援

金の２つの支援金が支給されます。 

 

２．対象となる被災世帯 

震災時（平成２３年３月１１日）に東松島市内に居住の世帯で、震災により、 

(1) 住宅が全壊した世帯 

(2) 住宅が大規模半壊した世帯 

(3) 住宅が半壊し、住宅をやむを得ず解体した世帯 

※ 支援金の申請者は、被災世帯の「世帯主」となります。 

（この場合の世帯主とは、住民票上の「世帯主」を表します。） 

 

３．支援金の支給額 

支給額は、以下の２つの支援金の合計額となります。 

Ａ 住宅の被害程度に応じて支給する支援金（基礎支援金） 

Ｂ 住宅の再建方法に応じて支給する支援金（加算支援金） 

（単位：万円）

区  分 
Ａ基礎支援金 

住宅の被害程度 

Ｂ加算支援金 

住宅の再建方法 
計Ａ＋Ｂ 

複数世帯 

（世帯の 

構成員が 

複数） 

全壊世帯 １００ 

建設・購入 ２００ ３００ 

補 修 １００ ２００ 

賃 借 ５０ １５０ 

半壊解体世帯 １００ 

建設・購入 ２００ ３００ 

補 修 １００ ２００ 

賃 借 ５０ １５０ 

大規模 

半壊世帯 
５０ 

建設・購入 ２００ ２５０ 

補 修 １００ １５０ 

賃 借 ５０ １００ 

単身世帯 

（世帯の 

構成員が 

単数） 

全壊世帯 ７５ 

建設・購入 １５０ ２２５ 

補 修 ７５ １５０ 

賃 借 ３７．５ １１２．５ 

半壊解体世帯 ７５ 

建設・購入 １５０ ２２５ 

補 修 ７５ １５０ 

賃 借 ３７．５ １１２．５ 

大規模 

半壊世帯 
３７．５ 

建設・購入 １５０ １８７．５ 

補 修 ７５ １１２．５ 

賃 借 ３７．５ ７５ 

※ 住宅が「半壊」または「大規模半壊」のり災証明を受け、そのままにしておくと危険であっ

たり、修理するにはあまりにも高い経費がかかるため、これらの住宅を解体した場合には、被

害状況「半壊解体」として本制度の対象として扱われます。 

※ 加算支援金の「賃借」については、公営住宅や仮設住宅への入居は除きます。 

 



４．申請期限 

基礎支援金 平成２５年４月１０日まで（災害のあった日から２５ヶ月の間） 

加算支援金 平成２６年４月１０日まで（災害のあった日から３７ヶ月の間） 

（加算支援金は今後の復興計画の進捗状況や住宅再建状況に合わせて延長します。）

 

５．申請に必要な書類 

（Ａ 基礎支援金） 

・全ての世帯 

① 被災者生活再建支援金支給申請書 ※申請手続きをする際、ご記入頂きます。 

② り災証明書（窓口にて写しを取らせて頂きます） 

③ 住民票（世帯全員のもの）※申請者の同意を頂き、市において住民票を取得します。 

④ 振込口座の通帳（窓口にて写しを取らせて頂きます） 

・住宅が半壊し、住宅をやむを得ず解体した世帯（①～④に加えて） 

⑤ 滅失登記簿謄本または解体証明書（本市に解体工事を依頼された場合 環境課にて発行） 

（Ｂ 加算支援金） 

・全ての世帯 

⑥ 住宅の建設・購入、補修または賃借が確認できる契約書（窓口にて写しを取らせて頂きます）

 

６．その他留意事項 

・自己所有の住宅に限らず、借家やアパート等の賃貸住宅に居住の場合も対象となります（住宅の

所有者が実際に居住していない場合は対象となりません）。 

・基礎支援金と加算支援金を同時に申請する必要はなく、最初に基礎支援金の申請を行い、住宅の

再建方法が決まってから加算支援金の申請をすることができます。 

・加算支援金について、「賃借」５０万円で申請・受給したあとに、申請期間内に「建設・購入」

を行う場合は、２回目の申請を行うことができます。その場合、支給額は「賃借」５０万円と「建

設・購入」２００万円との差額１５０万円となります（２回目に「補修」で申請する場合も同様）。

・数世帯が同一家屋に同居している場合で、いずれも生計を１つにしていない場合で、かつ、住宅

の構造上も二世帯住宅である場合には、それぞれを「世帯」として取り扱います。その場合の確認

書類として、それぞれの世帯ごとの住民票並びに電気、水道といった公共料金の支払い明細等、及

び行政区長の居住を証明する書類を申請書に添付して頂きます。 

・申請書の受付後、不足の書類があった場合など、改めてご連絡させていただく場合があります。

 

７．支援金の支給 

申請書は、東松島市での受付後、宮城県を経由して、本制度の実施機関である「財団法人都道府

県会館被災者生活再建支援基金部（お問合せ先：０３－５２１２－９１１１）」に送付され、同法

人において申請書の内容の審査を行い支給金額を決定し、指定された金融機関等の口座に支援金が

振り込まれます。 

 今回、多くの方が被災され、多数の申請が見込まれ、申請手続き完了から口座振込まで２カ月程

度期間を要すると考えられますのであらかじめご了承願います。 

※単身世帯の方が支給を受ける前（申請後の場合も含みます）に亡くなられた場合は、支給されま

せんのであらかじめご了承願います。（支援金は相続の対象とはなりません）。 

 

８．申込先・お問合先について 

・場  所  東松島市矢本字上河戸３６番地１  

東松島市役所 本庁舎西側仮事務所 震災復旧対策室 

・電  話  ０２２５－８２－１１１１ 

・受付時間  （窓口）８:３０～１７:１５ （電話）８:３０～１７:１５ 

・郵送対応  郵送での申請も受け付けいたします。事前に電話にてお問い合わせ下さい。  


